
32 大原社会問題研究所雑誌　No.565／2005.12

【特集】社会運動的労働運動論の歴史と現状（2）

韓国の社会運動的労働運動の
過去と現在（下）

權 ／鈴木　玲訳
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結　語

３　韓国の社会運動的労働運動は衰退に向かっているのか？

（１）90年代以降の韓国の労働組合の発展を理解するうえでの基本的アプローチ

第２節の第１表（ストライキの数と組合組織率の推移）は，87年から89年までの間，労働者の動

員と独立組合の承認を求めた闘いがいかに爆発的であったかを示す。この３年間は労働者の集団的

行動のピークであった。87～89年のストライキ件数は，それぞれ3,749件，1,873件，1,616件であっ

たが，その後急減して1999年には年間198件まで下がった。ストライキ件数の減少は，その増加と

同じぐらい劇的なものであった。労働者大闘争は労働組合の組織率の上昇に貢献し，1989年には

18.6％まで達した。当時は組合組織率がさらに上昇すると楽観視されていたものの，期待に反して

組織率は91年に15.9％まで下がり，90年代を通じて減少し続けた。

これらのデータは一見すると，韓国の労働運動の脱政治化と動員力の衰退の指標であり，自由主

義・楽観主義的（liberal optimistic）な見解を支持するかのようにみえる。後者の見解は，労働者

の抗議行動や争議の多発は経済発展の初期段階における例外的なもので，経済が発展することで減

少し，秩序だった交渉制度に取って代わられると主張する。すなわち，戦闘的で激しい「若い段階」

を経ると，労働運動はより「成熟した段階」に達し，労働組合は社会運動的な要素を保持しなくな

り，自らを利益団体と規定して制度化された団体交渉のアクターとして行動するようになる（Kerr

et al. 1960; Lester 1958）。また，90年代の争議件数と組合組織率のデータは，労働組合の動員力の

衰退と脱急進化を組織に内在する必然的な傾向と理解するミヘルスの「寡頭制の鉄則」も確証して

いるようにみえる（Michels 1962）。韓国の労働運動の歴史は脱戦闘化と動員力の衰退の道をたど

り，「寡頭制の鉄則」の避けられない穴に本当に落ちてしまったのか。社会運動的労働運動と経済

主義的労働運動が混合した状態にあった労働者大闘争以降の労働運動は，90年代に経済主義の側面

大原565-3鈴木訳  05.11.17  10:12 AM  ページ32



の勝利という形で変容したのだろうか。

本稿は，労働組合が戦闘的な運動から非政治化した利益団体に「直線的」に進化すると説明する

ようなアプローチは避ける。データからグラフの直線を抽出する代わりに，90年代の労働運動の変

化の具体的なメカニズムを次のような問題意識に基づいて説明することを試みる。すなわち，民主

的労働組合は労働市場での位置や職業的利益が異なっていたのにかかわらず，なぜ80年代末に一定

の協力関係を保てたのか。どのような要因がその協力関係を不安定化させたり弱めたりしたのか。

経済的，政治的状況の変化は労働組合にどのようなインパクトを与え，組合は状況の変化にどのよ

うに対応したのか。そして，このような相互作用を通じてどのような組合運動が現れたのか。組合

運動の１つのモデルに収斂したのか，それとも組合運動の多様化に結びついたのか。

本稿は，90年代以降から現在までの政治的状況と労働市場構造の変化による労働者階級の分解過

程の結果，さまざまな水準の交渉力をもつ労働者が生み出されたと論じる。その結果，労働組合は

自らが置かれた業種や産業に対応して広範囲の戦略問題や政策志向をもつに至った。すなわち，90

年代に起こったのは社会運動的労働運動の明確な衰退ではなく，一国内の労働組合運動の多様性の

拡大である。大企業の組合が戦闘的経済主義を志向したのに対し，公務，保健医療部門の組合は社

会運動的労働運動をこれまでとは別の形で再構築した。また，近年現れつつある不安定雇用労働者

の運動は，労働者の抗議行動の新たな震源となる可能性をもっている。

（２）政治・経済状況の変化と組合運動の多様化

第２節でみたように，業種や労働市場での交渉力にかかわらず，労働者はお互いに結びついて

（統一したナショナルセンターは結成できなかったものの）民主的労働運動を形成した。労働者の

統一性の維持には政治的背景があった。抑圧的な権威主義的な法的，政治的背景は，すでに多様化

していた労働者階級に共通の目的を追求する機会を与えた。87年の大闘争以降の労働組合運動の政

策の優先課題は，市民権の再定義を要求すること，およびその要求を広義な政治的民主化の文脈に

結びつけることであった。

しかし，与党前議長の盧泰愚が大統領に直接選挙で選ばれ，政治的緊張がしだいに緩和されると，

87年に開いた政治的機会は閉まりはじめた。それに伴い，労働運動の共通した政治的課題も崩壊し

始めた。このような労働運動の動向は，政府が民主的労働運動に敵対的政策をとり続け，抑圧的な

法律を改正することを拒否したのにもかかわらず起こった。

さらに，労働市場の自由化のもと，収入，雇用上の地位，仕事の種類，あるいは性別の面で，有

利なグループと不利なグループへの労働者の分解が急速に進んだ。Maria Cookは，民主化と市場の

自由化という「二重の勢力」が移行期の結果を形成すると指摘し，新自由主義的改革が労働者の権

利など民主化の成果の導入と確立の前に起きてしまった国では，労働者は市場の自由化による困難

により厳しい形で直面すると論じた（Cook 2002）。韓国はこのような事例の典型であるといえる。

大規模な労働者の抗議行動にかかわらず，韓国の労働運動は労働者の権利においてわずかな成果し

か得ることができなかった。1988年以降の歴代の政権は，抑圧的な労働法体系を維持した。その間

に，韓国経済はますます競争的になったグローバル経済の影響を受けて，行き詰った。韓国政府は

IMFに対し金融支援を要請し，IMF管理下で行われた経済の再構築は労働市場の状況を劇的に変化
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させた。労働市場の柔軟性の拡大は，経営者層にとって経済危機を克服するための必須の課題とな

った。その結果，大量の解雇と，不安定雇用労働者の異常なペースでの増加による労働市場の再構

築が起こった。経営者層にとって，不安定雇用労働者の利用は，人件費の削減や解雇の自由度を増

やすという意味だけではなく，正規雇用と非正規雇用労働者の間に楔を打ち込み組織労働者の力を

弱めるという意味においても労働市場の柔軟性に結びついた。

労働統計をみると，正規雇用労働者は経済状況が劇的に変化した1997～99年の間に11％減少し，

非正規雇用労働者は8.4％増加した。不安定雇用労働者の賃金労働者全体に対する割合は，95年の

41.9％から99年の51.6％に増加した（Korea National Statistical Office 2003; Lee Sung Kyun 2004）。

また，不安定雇用労働者の賃金水準は正規雇用労働者の51.7％にすぎず，４大保険（国民年金，健

康，雇用，労災）にカバーされている不安定雇用労働者は２割にすぎない。さらに，退職金，賞与，

時間外賃金などの手当を受けている不安定雇用労働者は１割しかいない（Kim Yoo Sun 2004; Kim

Sung Hee 2005）。このように，不安定雇用労働者の増加とともに，これらの労働者と正規雇用労働

者との間で賃金や手当などの格差が拡大したのである。

このような経済状況の変化により厳しい立場に置かれた労働組合は，経営者に対して多くの譲歩

を行うことを余儀なくされた。この時期，組合員の雇用の安定確保と組合組織の防衛が組合にとっ

て重要な課題となり，組合の闘争のほとんどが守勢的なものになった。このような守勢的立場は，

労働組合が不安定雇用労働者の大量採用に基づいた人事政策の導入に対し効果的な形で異議を唱え

ることを阻害した。経営者の正規と非正規労働者の境界線を設ける政策は，労働者どうしの競合を

促進する効果をもつようになった。有利な立場にいる労働者のグループ，すなわち大企業に正規に

雇用された中核労働者は，非正規の不安定雇用労働者を自分たちの雇用安定の安全弁とみるように

なり，不安定雇用労働者を労働組合に組織化することを怠った。このような労働者間の連帯の弱体

化は，企業別に分散した労働組合の構造によりさらに促進された。

労働研究者の間では，このような韓国の労働組合の傾向に対する批判が強まっている。キム・ド

ンチュン（Kim Dong Choon）は，企業ごとの団体交渉を最優先した「非政治化した企業別組合主

義」の確立が90年代の組合運動の特徴であると論じた。彼によると，労働者の闘争の成果はすべて

企業別組合に行ってしまい，大企業労働者の賃金水準と福利厚生は向上したものの，労働者の階層

化が進んで格差が広がった。その結果，労働者は既存の資本主義体制に従属するようになったとさ

れる（Kim Dong Choon 2001）。パク・テジュ（Park Tae Joo）も，労働者の戦闘性が賃上げや雇用

条件の向上など経済的目標に留まっていることを批判している（Park Tae Joo 2002）。同様にパ

ク・スノク（Park Seung Ok）は，大企業に正規雇用された男性労働者によって指導されている韓

国の組合運動の堕落は，組合運動の存在自体の正統性を脅かしていると論じた。彼は，労働組合が

団体交渉に焦点をおいた戦闘的な闘争を繰り返しているが，広義の社会的，政治的問題についての

政策を策定することを怠ったと批判した（Park Seung Ok 2004）。

一部の例外を除いて，労働運動の批判的分析は大企業労組を対象としている。賃上げや労働条件

の改善の要求は，1987年の状況下においては，既存の社会的不平等に挑戦する社会的主張とみなさ

れた。90年代の経済の再構築により労働者間の格差が拡大し，大企業で正規雇用されている労働者

が「特権的」なグループとなると，経済的要求の社会的な意味が変化した。特権をもたず厳しい状
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況に置かれている労働者についての社会的問題を軽視し，賃金引上げや雇用条件についてのマイナ

ーな細部に関心を集中していることは，大企業の労働組合が社会運動的志向を喪失してしまったこ

とを明白にした。団体交渉をめぐる闘争では，座り込みやストや街頭デモなどの戦闘的な戦略が行

使される。しかし，最も交渉力をもつ労働者が彼らよりも力をもたず不利な状況にいる労働者層の

利害を代弁しない限り，労働組合は単に戦闘的経済主義に陥ってしまう。

（３）新たな社会運動的労働運動の潮流

すでに指摘したように，韓国の組合運動が一様に社会運動的労働運動から経済主義的な労働運動

に変容したわけではない。87年以降の労働運動のなかに存在した矛盾した潮流は，組合の闘争の焦

点の多様化に結びついた。以下で，本稿は第一に保健医療と公共部門の労働運動を概観し，これら

の部門の労働組合がその政策課題に社会的ビジョンを保持したことを示す。第二に，労働運動の主

流に批判的な不安定雇用労働者の組合運動の出現を検討する。

民主労総は1995年の結成以来，社会改革へ向けた闘争を重視してきた。民主労総は大きな改革が

必要な分野として，健康保険，年金制度，教育，税制，および財閥（Chaebol）制度の５つを挙げ

た。しかしこれらの社会的課題は，加盟組合レベルでは要求として具体化されなかった。さらに，

一般組合員が社会改革に向けた闘争に参加する機会はほとんどなかった。

しかし最近になって，保健医療と公共部門の組合はそれぞれの職場問題を超えた社会的要求を行

うようになった。これらの組合は社会・公共サービスの提供の拡大を中心的な要求とし，団体交渉

で取り上げられるべき要求の１つとした。前者の組合は，保健医療産業の市場化に反対し，公共的

な医療サービスの拡大と健康保険制度の改革を主張した。民間の保健医療部門では，組合は経済的

に困窮した患者のための安価な病室（６床）の提供の拡大を要求した。これらの組合は不安定雇用

労働者の問題にも取り組んだ。多くの組合が経営者に不安定雇用労働者の雇用地位を非正規から正

規に変更することを迫り，雇用地位の変更を勝ち取った。

交通やガス・電気・水道などの公益企業の労働者の組合も，社会・公共サービスの提供の問題に

取り組み，組合の要求と市民運動や環境運動の主張を結びつけて公共の利益の代弁者としての役割

を果たした。これらの組合は，関心を雇用安定の問題から社会・公共サービスの提供の拡大の問題

に移し，低所得層あるいは社会的に不利な立場にいる人々のためになるサービスの提供の推進を主

張した。

一部の労働研究者は，これらの部門の労働運動のなかに社会運動的労働運動の再活性化を見出し

た。パク・テジュは公共サービス・ユニオニズムが最近の組合運動のなかで発展していると指摘す

る。彼によると，これらの組合は経済主義的な戦闘的な職場闘争に活動を限定するのではなく，自

らを種々の問題に取り組む運動体として捉えた。その事例として，発電所で働く労働者の組合（発

電労組）によるストライキが挙げられた。この組合は，民営化に反対して環境に親和的な産業の再

構築を主張することで，環境運動団体との同盟関係を結ぶことに成功した（Park Tae Joo 2002）。

オ・ゲンホ（Oh Guen Ho）は公益企業の組合運動が社会的課題を追求することを，市場化と私的

利益に反対する闘争として捉えた。彼は，実際の闘争を通じて社会的要求が形成されることは韓国

の労働運動にとって新しい現象であると論じた（Oh Guen Ho 2004）。これまでは，社会改革を目
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指した運動は民主労総の国家レベルでのキャンペーンに限られ，社会改革は加盟組合や一般組合員

の実際の要求には反映されなかった。しかし2000年以降，数多くの社会・公共的課題が，労働組合

と他の運動体との共同闘争を通じて形成されるようになった。韓国労働運動のこのような流れは，

職場を超えた問題を要求に包み込み，組合員だけでなく労働者の家族やコミュニティも含めた広い

層（とくに社会的，経済的に不利な立場にいる人々）の要求を代表しているという点で，明らかに

社会運動的労働運動の性格をもっている。

さらに，不安定雇用労働者は全国レベルの業種別組合や，地域をベースとした一般組合，あるい

は企業レベルの非正規労働者組合を組織し始めた。貨物運輸や民間教育産業，あるいは保険会社の

契約労働者は，全国レベルの業種別組合を企業や地域を超えて組織し始めた。例えば，民間教育産

業で働く「学習紙教師」（８）は2000年に単一の全国組合を結成した。これらの労働者の組織率は約

５％である（Kim Sung Hee 2005）。貨物輸送で働く不安定雇用労働者は，全国レベルの合同組織で

ある貨物輸送特殊雇用職連帯を結成し，高速道路料金やガソリン代の引き下げなどの問題について

（個々の経営者ではなく）政府と直接交渉することを要求するストライキを組織したため，メディ

アの注目をあびた。貨物輸送特殊雇用職連帯の闘争は組織化を促進する効果をもち，2004年には運

輸産業の契約労働者のうち51.5％（26,619人）が組合に組織化された。とくに，「特殊雇用職」カテ

ゴリーの契約労働者の組織率は2003～2004年に77％に達した（Kim Sung Hee 2005）。しかし，これ

らの契約労働者は独立した請負業者とみなされ，雇用者としての資格および労働組合を組織する権

利が認められていない。すなわち，契約労働者の組合の法的承認が与えられていないのである。一

部の契約労働者による粘り強い戦闘的な闘争にもかかわらず，このような法的・制度的障害はこれ

らの労働者の連帯を弱めている。

ビル管理やホテル産業あるいは中小企業部門では，地域レベルで不安定雇用労働者を組織化する

動きが生まれた。地域レベルの一般組合は，市あるいは道レベルで組織され，経済的・社会的に不

利な立場に置かれた労働者を，勤務先，職業，あるいは産業とは関係なく組織化する。このアプロ

ーチは，現在の組合運動の主流に対する批判から出てきたものである。地域一般組合の立場からみ

ると，産業別組合を結成する組合運動主流の努力は不安定雇用労働者が直面している問題への取り

組みと，組合組織内での社会的階層を撤廃する努力を怠っている。また，既存の組合による産業別

組合の結成は最も搾取されている労働者のグループの組織化に結びつかず，単に大企業の正規労働

者の組合の合併に終ってしまうことが危惧された。そのような危惧が，既存の組合組織とは独立し

た形で，現状では利益が十分に代表されていない弱い立場に置かれた労働者の組織化を推し進めた

のである。さらに，女性労働者の大部分が不安定雇用であるため（９），女性労働者による独立した
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k 韓国において民間教育は好況産業である。この産業には，小中高の児童・生徒向けの教材（学習紙）を発

行する会社がある。これらの会社は，教材を使用する児童・生徒を勧誘して，教材について指導する契約労

働者を雇用している。

l 2003年の男性雇用者の正規，非正規（不安定）雇用の割合は，それぞれ54.6％，46.8％であった。他方，女

性の正規，非正規（不安定）雇用の割合は，それぞれ30.5％，69.5％であった。男女格差は長期派遣労働者の

カテゴリーで最も顕著である。長期派遣労働者は，男性雇用者の25％であるのに対し，女性雇用者の42.9％

を占める（Kim Yoo Sun 2004, 19-20）。
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組合を結成する動きもみられた。女性労働者の組合は，これまで主流の組合運動の課題から排除さ

れてきた不安定雇用の女性労働者の問題に焦点をあて，ゴルフ場のキャディー，ホテルのメイド，

ビル管理・清掃労働者，学校の司書や栄養士など低賃金のサービス業の仕事に従事している女性労

働者，あるいは中小企業で働く女性労働者などを組織化しようとしている。これらの組合も企業を

超えて地域や全国レベルで組織されている。例えば，韓国女性労働組合は1999年に700人の組合員

でスタートしたが，2004年までに組合員は5000人に増加した（Kang et al. 2004）。

社内下請として雇用されている労働者のあいだでも組合組織化の動きがみられた。IMF危機以降，

製造業の大企業は正規雇用労働者の数を抑制し，社内下請に基づいた雇用戦略をとるようになった。

この戦略では，人材派遣会社に雇用された労働者が（構内下請として）工場に派遣され，派遣先の

工場が仕事量，仕事のルールなどを決めこれらの労働者を管理する。これらの企業は社内下請労働

者を使った雇用戦略をとることで，人件費を削減するとともに，正規雇用労働者と派遣労働者の間

に境界線を設けることで労働組合の力を抑制することをねらった。その意味で，構内下請労働者の

組織化努力が継続的に行われていることは注目に値する。構内下請労働者の組合はとくに自動車産

業に集中している。現代自動車では，構内下請労働者組合は蔚山工場では810人，牙山工場では150

人規模で存在する（Kim Sung Hee 2005）。構内下請労働者の組合は，GM大宇や起亜自動車でも組

織された。これらの組合のいくつかは，既存の（正規雇用労働者の）組合と密接に協力して組織化

を進めている。しかし，既存の組合が構内下請労働者の組合に対して無関心あるいは敵対的な態度

をとることも多く，その場合組合間で緊張関係が生まれる。

さらに，構内下請労働者の組合は経営者の攻撃にさらされやすい。構内下請労働者が簡単に首を

切ることができる臨時雇用であるため，組合員は実際の解雇や解雇の脅しに常にさらされている。

しかし，構内下請労働者の組合が大企業の職場で組織されたことは，労働運動全体に影響をおよぼ

しただけでなく，多くの人々の関心をよんだ。なぜなら，これらの組合が先進的な労働運動の中心

といわれてきた製造業の大企業の工場で結成されたためである。また，これらの組合の結成は，労

働者階級のなかで階層化が進行している問題，そして正規と非正規労働者など違った階層の労働者

の連帯の必要性の課題を提起することとなった。

これまで，不安定雇用労働者を対象としたさまざまな組織化努力を検討してきたが，その結果結

成された労働組合の組織力は依然弱い。2004年の正規雇用労働者の組合組織率（正規雇用労働者全

体に占める組合員の割合）が24.3％であるのに対し，同年の非正規（不安定）雇用者の組織率（非

正規雇用者全体に占める組合員の割合）は3.1％にすぎなかった（Kim Sung Hee 2005）。これらの

労働者のほとんどが労働市場で弱い立場に置かれているため，彼（女）らの自発的な組織化努力は，

しばしば安定した組織基盤や組合員の拡大に結びつくことに失敗した。また，既存の労働組合の不

安定雇用労働者の闘争に対する支援も，特定の闘争に限られたものであったり，まばらであったり，

あるいは欠如していた。そのため，公務部門や保健医療部門などの労働組合の連合体が，未組織の

不安定雇用労働者の組織化を優先させる政策をとり，組織局に配分する資源を拡大していることは

注目に値する。民主労総も，不安定雇用労働者の組織化のために５億ウォンを組織化の基金として

集めるプロジェクトを開始した。このように，これらの労働者を組織化するために戦略的なアプロ

ーチが必要であるという認識がしだいに強まってきた。
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脆弱な組織力・基盤にもかかわらず，不安定雇用労働者の闘争は，これらの労働者の賃金や労働

条件で社会的に搾取されていることを多くの人々に知らしめる機会となっている。不安定雇用労働

者の運動は，既存の労働市場構造や政府や企業の産業戦略に対して強い異議を唱えるため，象徴的

なインパクトをもつ。その意味で，これらの労働者の運動は，労働者闘争の新たな震源となりつつ

あり，韓国の社会運動的労働運動の今後の進路に重要な影響をもつ。この運動が社会運動的労働運

動に積極的な影響をもつかどうかは，未組織労働者の組織化戦略の成功と，新しい運動の圧力によ

り既存の組合が狭い経済主義的志向を克服するかどうかにかかっている。

結　　語

本稿は，社会運動的労働運動を抽象的な理念型としてではなく，運動が置かれた具体的な状況に

そくした形態で理解することを試み，韓国の社会運動的労働運動が政治的民主化の文脈のなかで形

成される過程を検討した。87年直後の労働者の主要な要求は，独立組合の承認，賃金引上げ，およ

び職場における労働者の「人間的扱い」であった。これら一見して狭い要求は，87年の労働者大闘

争の文脈のなかでは急進的な意味をもった。なぜなら，賃上げ要求はより公正な経済再分配の要求

として「フレーム」されたからである。同様に，労働条件向上の要求は，搾取的な労働者支配に基

づいた韓国の産業化プロセス全体に対する挑戦であった。独立組合の承認も，市民権の再定義を目

標とした広義の民主化過程の一部として捉えられた。

この時期の社会運動的労働運動は，戦闘的経済主義のような他の潮流と混在していた。組合運動

の潮流の多様性は90年代，とくにIMF危機以降の新自由主義改革の時期により明確になった。労働

市場の自由化は，正規雇用で組合に組織化された労働者とそのような特権をもたない不安定雇用労

働者の間の分断を生み，それぞれのグループの交渉力の違いを拡大した。そのような文脈において

は，大企業の正規労働者の賃金や職場に関する要求は，過去の広義な意味を喪失した。これらの労

働者あるいは彼らの組合は，社会で最も抑圧され力をもたない労働者の代弁者としての役割はもは

や果たさず，広義の社会改革プログラムへのつながりをもたなくなった。このように，大企業の正

規雇用労働者の労働運動は戦闘的な経済主義の傾向をもつようになった。

しかし，以上のような労働運動の発展は必ずしも社会運動的労働運動の一様の衰退を意味するも

のではなかった。公共部門の労働運動は最近になって，社会サービスの提供の拡大を要求し，貧困

層の利益を擁護するためにさまざまな社会福祉問題に取り組むようになった。また，不安定雇用労

働者は労働組合を組織して，搾取や差別に対する闘争を始めた。このように，新たな社会運動的労

働運動の流れが，組合運動の他の潮流と混在する形で現れたのである。
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